
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 横浜市では、中東情勢等の影響により原材料価格の高騰や物流の停滞などの影響を受け、一時的に

資金繰りが困難となる市内中小企業の事業継続を支援するため、６月１日から、短期の資金需要に対

応する新たな融資制度「短期特別経営支援資金」を創設するとともに、信用保証料の助成を行います。 

 ご利用を希望される事業者の皆様は、取扱金融機関までご相談・お申込みください。 

 

１ 「短期特別経営支援資金」の内容 

項目 短期特別経営支援資金 

融資対象者 

次のいずれかに該当する中小企業者 

１ 中東情勢等の影響を受け、売上高・粗利率・売上高営業利益率のいずれかが

５％以上減少 

２ セーフティネット保証５号認定 

資金使途 運転資金 

融資額 ８千万円以内 

利率 
１年以内 年 1.3％以内 

３年以内 年 1.6％以内 

融資期間 ３年以内 

据置期間 12か月以内 

信用保証料 

助成内容 

最大 0.7％助成 

【内訳】0.6％助成＋宣言割※0.1％助成 

上記助成後の

信用保証料率 

【宣言割適用後】0.0％～1.2％ 

【宣言割なし】 0.0％～1.3％ 

※ 横浜市の「脱炭素取組宣言」を実施することで、追加で保証料助成を受けられます。 

https://www.city.yokohama.lg.jp/business/kigyoshien/decarbonization/datsutansosengen.html 
 

２ 取扱期間 

  令和８年６月１日（月）から取扱開始（横浜市信用保証協会 受付分） 

 

 

 

令和 ８ 年５ 月 2 5 日 
経済局中小企業振興部 
横 浜 市 信 用 保 証 協 会 

横 浜 市 記 者 発 表 資 料 

横浜市中小企業融資制度 

中東情勢に対応するため 

「短期特別経営支援資金」を創設します 

裏面あり 

https://www.city.yokohama.lg.jp/business/kigyoshien/decarbonization/datsutansosengen.html


 

 
 

３ 取扱金融機関 27 行庫 

  かながわ信用金庫/川崎信用金庫/さわやか信用金庫/芝信用金庫/湘南信用金庫/ 

城南信用金庫/世田谷信用金庫/横浜信用金庫/商工組合中央金庫/ 

阿波銀行/神奈川銀行/きらぼし銀行/群馬銀行/静岡銀行/静岡中央銀行/スルガ銀行/ 

大光銀行/第四北越銀行/東日本銀行/北陸銀行/みずほ銀行/三井住友銀行/ 

三菱 UFJ 銀行/山梨中央銀行/横浜銀行/りそな銀行/PayPay銀行 （順不同） 

 

４ 参考（特別経営相談窓口） 

下記のウェブサイトに、中東情勢の緊迫化や米国関税措置に伴う特別経営相談窓口をはじめとし

た、現在設置している特別経営相談窓口の一覧を掲載しています。 

各相談窓口でご相談を受付していますので、ご利用ください。 

  https://www.city.yokohama.lg.jp/business/kigyoshien/soudan/tokubetsusoudan/ 
 

 

※本件は、横浜経済記者クラブへも同時発表しています。 
 

お問合せ先 

（本資金の内容に関すること）横浜市経済局 金融課長 入江  Tel 045-671-2586 

（信用保証制度に関すること）横浜市信用保証協会 企画情報課長 谷治 Tel 045-662-6622 

https://www.city.yokohama.lg.jp/business/kigyoshien/soudan/tokubetsusoudan/

